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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成28年3月31日(2016.3.31)

【公表番号】特表2014-503942(P2014-503942A)
【公表日】平成26年2月13日(2014.2.13)
【年通号数】公開・登録公報2014-008
【出願番号】特願2013-540472(P2013-540472)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   4/48     (2010.01)
   Ｃ０１Ｇ  53/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ    4/48     　　　　
   Ｃ０１Ｇ   53/00     　　　Ａ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年2月10日(2016.2.10)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の
  （Ａ）遷移金属炭酸塩が、２００～９００℃の範囲の温度で熱処理され、
  （Ｂ）一回以上洗浄され、
  （Ｃ）次いで乾燥される、
　工程を含み、
  前記遷移金属炭酸塩が、式（Ｉ）
　　Ｍ（ＣＯ３）ｂＯｃ（ＯＨ）ｄＡｍＢｅ（ＳＯ４）ｆＸｇ（ＰＯ４）ｈ  （Ｉ）
（式中の変数は次のように定義される：
  Ｍは、一種以上の遷移金属であり、
  Ａは、ナトリウムまたはカリウムであり、
  Ｂは、周期律表における１～３族の一種以上の金属であって、Ｎａとカリウム以外のも
のであり、
  Ｘは、ハロゲン化物、硝酸塩またはカルボン酸塩であり、
  ｂは、０．７５～０．９８の範囲であり、
  ｃは、０～０．５０の範囲であり、
  ｄは、０～０．５０の範囲であり、
  （ｃ＋ｄ）の合計が、０．０２～０．５０の範囲であり、
  ｅは、０～０．１の範囲であり、
  ｆは、０～０．０５の範囲であり、
  ｇは、０～０．０５の範囲であり、
  ｈは、０～０．１０の範囲であり、
  ｍは、０．００２～０．１の範囲である）
　の材料から選ばれることを特徴とする電極材料前駆体の製造方法。
【請求項２】
　（Ｂ）の一回以上洗浄する工程が、水を使用して行われることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
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【請求項３】
  ＸがＦである請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
  Ｍが、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｃｒ、Ｔｉから成る群から選ばれる少なくとも
二種の遷移金属から選択される請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
  Ｂが、Ｌｉ、Ｒｂ、Ｃｓ、Ｍｇ、Ｃａ、Ａｌ、及びこれらの元素の二種以上の混合物か
ら成る群から選ばれる請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
  粒子径（Ｄ５０）が２～５０μｍの範囲である請求項１～５のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項７】
  Ｍが、ＮｉとＣｏとＭｎから成る群から選ばれる請求項１～６のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項８】
  炭酸ナトリウムまたは炭酸カリウムの水溶液をＭの酢酸塩、硫酸塩、または硝酸塩の水
溶液に添加することにより一般式（Ｉ）の材料が析出される請求項１～７のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項９】
  一般式（Ｉ）の材料が球状粒子の形で存在する請求項１～８のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１０】
  ５５～８５モル％のＭが、Ｍｎとして選ばれる請求項１～９のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法で製造される前駆体と少なくとも一種のリ
チウム化合物の混合物を６００～１０００℃で熱処理するリチウムイオン電池用電極材料
の製造方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
  （式中の変数は次のように定義される：
  Ｍは、一種以上の遷移金属であり、
  Ａは、ナトリウムまたはカリウムであり、
  Ｂは、周期律表の１～３族の一種以上の金属であって、ナトリウムとカリウム以外のも
のであり、
  Ｘは、ハロゲン化物、硝酸塩またはカルボン酸塩であり、
  ｂは、０．７５～０．９８の範囲であり、
  ｃは、０～０．５０の範囲であり、
  ｄは、０～０．５０の範囲であり、
  （ｃ＋ｄ）の合計が、０．０２～０．５０の範囲であり、
  ｅは、０～０．１の範囲であり、
  ｆは、０～０．０５の範囲であり、
  ｇは、０～０．０５の範囲であり、
  ｈは、０～０．１０の範囲であり、
  ｍは、０．００２～０．１の範囲である）、
  を、出発原料として使用することが好ましい。
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